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各県立特別支援学校長 様 

 

特別支援教育課長  

 

県立特別支援学校の教育活動の再開等に関する考え方について 

 

 このことについて、県内の新型コロナウイルス感染症の新規陽性患者数が減少傾向

となっており、６月 18 日に神奈川県対処方針が改定され、営業時間の短縮や県域を

越えた移動の自粛の要請等が解除されたことを受け、県教育委員会では、県立高校等

の段階的な再開の期間等を変更し、「通常登校」の実施時期について前倒しを予定し

ているところです。 

 一方で、県立特別支援学校には、基礎疾患がある児童・生徒等や、医療的ケアを必

要とする児童・生徒等など、感染すると重症化するリスクが高い児童・生徒等のほか、

障がいの状態を踏まえた、より丁寧な対応が必要な児童・生徒等が在籍していること

などから、教育活動の段階的再開については、より一層慎重に進めていくことが必要

となります。そのため、県立特別支援学校においては、「県立学校の教育活動の再開等

に関するガイドライン（特別支援学校）」に記載した予定通りの段階的な再開としま

す。 

 引き続き、新型コロナウイルス感染症の感染防止に万全の措置を講じるようお願い

します。 

 

 

 

問合せ先 

教育指導グループ 荒井 

電話 045（210）8276（直） 


